
知財情報は宝の山！

J-Plat Pat* 操作セミナー （第１回）

J-Plat Patを使うとどんな有益な情報（特許・実用新案、意匠、商標）を

得られるのか、実際のPC操作を通じて、検索方法を習得しましょう。

最新の技術動向などを知ることで、新たな事業展開の芽をみつけましょう。

2018.8.30

英究特許事務所 弁理士 小島 浩嗣
http://www.aq-patent.com mail: kojima@aq-patent.com

経済産業省平成30年度中小企業知財活動支援補助事業

＊： 国の機関が提供する知財情報プラットフォーム
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１．ビジネスでの知財の活用

英究特許事務所 3

特許権＋意匠権＋商標権

意匠権＋商標権特許調査・特許マップ

マーケティングと知財

R STP 4P

Research 
(市場調査)

Segmentation (分類)

Targeting (選択・集中)

Place (流通戦略)

Promotion (販促)

Positioning (差別化) Product (製品戦略)

Price (価格戦略)
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1.1 特許・実用新案を取るメリット

英究特許事務所 4

 特許侵害訴訟 （損害賠償、差止）

 取引きを他社に奪われないように

 営業支援＝技術力のアピール

 他社から特許侵害で訴えられない

ここまではやりたくない
が、やろうと思えばできる権利！

守りにはならない！！ 訴え返すことができるだけ



C

1.2 特許情報の使い方

英究特許事務所 5

特許ポートフォリオ

競合
(Competitor)

自社
(Company)

知財での3C分析

競合
(Competitor)

要素技術

上流 Seeds

下流 Needs

3C

自社の
強み/弱み

現Needs
減退傾向

新たなNeeds

新技術による
ブレイクスルー

顧客
(Customer)

3C
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1.2 特許情報の使い方

英究特許事務所 6

知財関連係争
・ 訴訟
・ 行政処分

出願件数企業別ランキング

出願件数の年次推移
・ 企業別推移
・ 企業の注力技術分野

・ 外国出願件数
・ 審査請求率
・ 発明者人口

特許の価値を測る指標
・ 被引用件数

出願人がどの程度
重要視しているか？

発明の基本性の
客観的評価

内容の分析
・ 課題×解決手段
・ 発明者の専門性

（過去の出願履歴）

共同出願関係図

権利の譲渡履歴

マクロ分析

ミクロ分析

!!
（今日は入口）

奥が深い !!
（今日は入口）
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1.3 意匠権を取るメリット

英究特許事務所 7

 意匠権侵害訴訟 （損害賠償、差止）

 模倣予防

 営業支援＝デザイン力のアピール

 他社から意匠権侵害で訴えられない

侵害立証が容易！
＝模倣されたらすぐにわかる

守りにはならない！！ 訴え返すことができるだけ
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1.4 任天堂 SWITCHの例（特許）

英究特許事務所 8

複数の操作入力と表示の連携
特開2017-148101，特開2017-148100

着脱可能
特開2017-004523，
-060859，-148526，
-000760，-000757，
-000784，-000783，
-000782，-000781，

振り入力の感知
特開2017-217139，
-217176，-217489

姿勢と動きを組み
合わせた指示操作

特開2017-217229

脱落防止
特開2017-000759，

-000758，-086922，
-209503

特開2018-023796

ドップラー効果
特開2018-023601撮像装置

特開2018
-018405 仮想カメラの移動

特開2018-019894

振動効果
特開2017-

221427 

2018年3月調べ by 英究特許事務所
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1.4 任天堂 SWITCHの例（意匠）

英究特許事務所 9

本体と左右の操作器
意匠第1574793号

正面にモニター
＋背面にスタンド

意匠登録第1574794号

操作器の操作部分
意匠登録第1578180号

操作器のコネクタ部分
意匠登録第1583616号
意匠登録第1574797号

操作器の連結器具
意匠登録第1577541号

操作器のカバー
意匠登録第1585832号

操作器全体
意匠登録第1574796号

2018年3月調べ by 英究特許事務所
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1.4 任天堂 SWITCHの例

英究特許事務所 10

特許では、多様な遊戯態様の他、着脱に伴う
構造面、操作器を振る入力と振動する出力の
機能面、ドップラー効果などの高度な機能面
の発明が出願されています。

意匠では、本体と左右の操作器を組合せた
状態、操作器単体の他、操作器の操作部と
コネクタ部の部分意匠も取得されています。
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1.4 任天堂 SWITCHの例（意匠）

英究特許事務所 11

本体と左右の
操作器

意匠第1574793号

正面にモニター
＋背面にスタンド

意匠登録第1574794号

操作器の操作部分
意匠登録第1578180号

操作器のコネクタ部分
意匠登録第1583616号
意匠登録第1574797号

操作器の連結器具
意匠登録第1577541号

操作器のカバー
意匠登録第1585832号

操作器全体
意匠登録第1574796号

操作器がキー

特に着脱に
特徴がある
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1.4 任天堂 SWITCHの例（特許）

英究特許事務所 12

複数の操作入力と表示の連携
特開2017-148101，特開2017-148100

着脱可能
特開2017-004523，
-060859，-148526，
-000760，-000757，
-000784，-000783，
-000782，-000781，

振り入力の感知
特開2017-217139，
-217176，-217489

姿勢と動きを組み
合わせた指示操作

特開2017-217229

脱落防止
特開2017-000759，
-000758，-086922，

-209503
特開2018-023796

ドップラー効果
特開2018-023601撮像装置

特開2018
-018405 仮想カメラの移動

特開2018-019894

振動効果
特開2017-

221427 

任天堂さんに売り込むなら、どんな技術？
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1.5 商標を登録するメリット

英究特許事務所 13

 商標権侵害訴訟 （損害賠償、差止）

 模倣予防

 営業支援＝ブランディング

 他社から商標権侵害で訴えられない

侵害立証が容易！
＝模倣されたらすぐにわかる

守りになる?!
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1.6 商標の使い方(ブランド戦略)

英究特許事務所 14

出所： レナウンHP

商品＝ソックスの
ネーミング

B→C
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1.6 商標の使い方(ブランド戦略)

英究特許事務所 15

出所： ユニクロHP

素材＝繊維ネーミング

B→B→C
東レ→ユニクロ→一般消費者
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1.6 商標の使い方(ブランド戦略)

英究特許事務所 16

出所： インテルHP

要素＝プロセッサ

B→B→C
Intel→PCメーカー→一般消費者
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２．知財保護制度

英究特許事務所 18

投 資

発明

デザイン

商品名

特許権

実用
新案権

意匠権

商標権

回 収

 実施許諾、使用許諾

⇒ ロイヤリティ収入

 他社の模倣を牽制

⇒ 予防～差し止め

 営業支援

⇒ 技術力のアピール

 権利自体が財産

⇒ 融資、売却

注： 必ずしも守りではない

発明が公開される
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2.1 特許制度は「利用」も目的

英究特許事務所 19

特
許
法

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、

発
明
の
保
護
及
び
利
用
を

図
る
こ
と
に
よ
り
、

発
明
を
奨
励
し
、
も
っ
て

産
業
の
発
達
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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特許庁

2.1 特許制度は「利用」も目的

英究特許事務所 20

発明 特許権審査

1.5年

最長20年

特許出願

公開公報 特許公報

発明を公開する
代わりに

一定期間の
独占排他権が

与えられる
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2.1 特許制度は「利用」も目的

英究特許事務所 21

【出願日】
【発明者】
【出願人】
【特許分類】
【特許請求の範囲】
【明細書】
【発明の名称】
【背景】
【課題】
【解決手段】
【効果】
【実施例】

特許庁
出願 データベース

(J-Plat Pat)

発明

研究・開発

発明

研究・開発

特
許

執
筆

蓄
積

JP
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2.1 特許制度は「利用」も目的

英究特許事務所 22

発明
出
願

データベース
(J-Plat Pat)

公
開

審査
登
録

特
許

1.5年

20年

保護審査請求

≦3年

審査請求され
なければ特許
の可能性なし

特許料（年金）
不納なら

満了前に消滅

外国
特許庁

特許庁
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2.1 特許制度は「利用」も目的

英究特許事務所 23

CN

【Application Date】
【Inventor】
【Applicant】
【Classification】
【Claim】
【Specification】
【Title】
【Background】
【Problem】
【Solution】
【Effect】
【Embodiment】

Patent 
Office

file

Database
accum

ulate

US
EP
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2.2 知財情報は充実したデータベース

英究特許事務所 24

技
術

分
野

あ
ら

ゆ
る

分
野



C

2.2 知財情報は充実したデータベース

英究特許事務所 25

知財情報
データベース

充実した内容

 網羅性

（分野×世界×期間）

 最先端（出願時）技術

利用しやすさ

 項目の統一

 分類の付与

世界中で共通

専門家が内容を分類
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2.2 知財情報は充実したデータベース

英究特許事務所 26

詳しくは
第２回（１２月）
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特許庁

2.3 特許制度（再掲）

英究特許事務所 27

発明 特許権審査

1.5年

最長20年

特許出願

公開公報 特許公報

発明を公開する
代わりに

一定期間の
独占排他権が

与えられる
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特許庁

2.3 実用新案制度

英究特許事務所 28

考案 無 審査

最長10年

実用新案
登録出願

実用新案登録公報

『発明(考案)を公開する代わりに、
一定期間（10年）の独占排他権
が与えられる』のは特許と同じ
但し、
無審査のため、
権利行使には注意義務

実用新案権
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特許庁

2.4 意匠制度

英究特許事務所 29

創作 意匠権審査

最長20年

意匠登録
出願

意匠公報



C

2.4 意匠制度

英究特許事務所 30

意匠に係る物品

形
態

同一 類似 非類似

同
一

類
似

非
類
似

禁止権
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2.5 商標制度

英究特許事務所 31

商標制度

 信用の保護が目的

 自身の使用を想定

 半永久的に更新可

特許制度

 発明の保護

＋利用が目的

 一定期間後に開放

実用新案、意匠も同じ
創作物が保護対象

「誰の商品か」が紛らわしくないように
消費者も保護対象
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2.5 商標制度

英究特許事務所 32

商
標
法

第
一
条

こ
の
法
律
は
、

商
標
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
り
、

商
標
の
使
用
を
す
る
者
の
業
務

上
の
信
用
の
維
持
を
図
り
、

も
つ
て
産
業
の
発
達
に
寄
与
し
、

あ
わ
せ
て
需
要
者
の
利
益
を

保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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2.5 商標制度

英究特許事務所 33

商品/役務

標
章
（
マ
ー
ク
）

同一 類似 非類似

同
一

類
似

非
類
似

禁止権

紛らわしい範囲は使用禁止
（需要者の保護も）

商
標
と
呼
ぶ
こ
と
も
多
い

「役務」とはサービス
ex. 料理の提供＝レストラン
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2.5 商標制度

英究特許事務所 34

vs.

紛らわしいから止めてくれ

「パロディ」 間違って買うやつはおらんやろ

和解

石屋製菓 吉本興業
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2.5 商標制度

英究特許事務所 35

標章（マーク）の種類

立体商標

文字＋図形

文字

図形

新しいタイプ

石屋製菓では
なくヤクルト
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2.5 商標制度

英究特許事務所 36

新しいタイプ

文字＋図形

文字

図形

出所：「新しいタイプの商標の保護制度」特許庁パンフレット

標章（マーク）の種類

立体商標
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３． J-Plat Pat

英究特許事務所 38

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
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3.1 J-Plat Patとは

英究特許事務所 39

発明
出
願

J-Plat Pat
(データベース)

公
開

審査
登
録

特
許

1.5年

20年

保護審査請求

≦3年

外国
特許庁

特許庁

これです！！
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3.1 J-Plat Patとは

英究特許事務所 40

特許・実用新案
出
願

J-Plat Pat
(データベース)

公
開

審査
審判

登
録

特
許

審査経過、
審判も

登録後の
権利状況も

意匠
出
願

審査
審判

登
録

意
匠

商標
出
願

審査
審判

登
録

商
標

特許庁
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3.1 J-Plat Patとは

英究特許事務所 41

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
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3.1 J-Plat Patとは

英究特許事務所 42
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3.1 J-Plat Patとは

英究特許事務所 43
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3.1 J-Plat Patとは

英究特許事務所 44
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3.2 商標の検索

英究特許事務所 45

商品/役務

標
章
（
マ
ー
ク
）

同一 類似 非類似

同
一

類
似

非
類
似

禁止権

商
標
の
種
類

文字＋図形

文字

図形

立体商標

新しいタイプ

「称呼」＝読み方

番号がわかっている場合

権利者から探す場合

同業者が
どんな商標を
持っている？

同業者が
どんな商標を
持っている？
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3.2 商標の検索

英究特許事務所 46

登録番号 第6031041号

番号がわかっている場合
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3.2 商標の検索

英究特許事務所 47

登録番号 第6031041号

番号がわかっている場合
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3.2 商標の検索

英究特許事務所 48

登録番号 第6031041号

番号がわかっている場合
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3.2 商標の検索

英究特許事務所 49

番号がわかっている場合
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3.2 商標の検索

英究特許事務所 50

番号がわかっている場合
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3.2 商標の検索

英究特許事務所 51

番号がわかっている場合
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3.2 商標の検索

英究特許事務所 52

番号がわかっている場合
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3.2 商標の検索

英究特許事務所 53

番号がわかっている場合
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3.2 商標の検索

英究特許事務所 54

番号がわかっている場合
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3.2 商標の検索

英究特許事務所 55

権利者から探す場合



C 英究特許事務所

3.2 商標の検索

56

権利者から探す場合



C 英究特許事務所

3.2 商標の検索

57

権利者から探す場合
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3.2 商標の検索

英究特許事務所 58

カタカナで入力

商品/役務
（未入力）

「称呼」＝読み方



C

3.2 商標の検索

英究特許事務所 59

「称呼」＝読み方



C

3.2 商標の検索

英究特許事務所 60

商品/役務

標
章
（
マ
ー
ク
）

同一 類似 非類似

同
一

類
似

非
類
似

禁止権

商
標
の
種
類

文字＋図形

文字

図形

立体商標

新しいタイプ

「称呼」＝読み方

同業者が
どんな商標を
持っている？

同業者が
どんな商標を
持っている？



C

3.2 商標の検索

英究特許事務所 61

「称呼」＝読み方



C

3.2 商標の検索

英究特許事務所 62

商品/役務

標
章
（
マ
ー
ク）

同一 類似 非類似

同
一

類
似

非
類
似

禁止権
類似群コード

30A01

区分：３０
菓子及びパン

類似群コード
30A01

菓子及びパン
（区分：３０）

ここまでは
マニアック！

同じ区分30
でも非類似
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3.2 商標の検索

英究特許事務所 63

商品/役務

標
章
（
マ
ー
ク）

同一 類似 非類似

同
一

類
似

非
類
似

禁止権

類似群コード
30A01

区分：３０
菓子及びパン

「～のコイビト」のような
商標を探してみよう！

同一の商品
「菓子及びパン」



C

3.2 商標の検索

英究特許事務所 64

商品/役務

標
章
（
マ
ー
ク）

同一 類似 非類似

同
一

類
似

非
類
似

禁止権

類似群コード
30A01

区分：３０
菓子及びパン



C

3.2 商標の検索

英究特許事務所 65

商品/役務

標
章
（
マ
ー
ク）

同一 類似 非類似

同
一

類
似

非
類
似

禁止権

類似群コード
30A01

（「白い恋人」に付与）

区分：３０
菓子及びパン

「～のコイビト」のような
商標を探してみよう！

類似の商品/役務
類似群コード＝30A01

（「白い恋人」の類似群コード）



C

3.2 商標の検索

英究特許事務所 66

商品/役務

標
章
（
マ
ー
ク）

同一 類似 非類似

同
一

類
似

非
類
似

禁止権

類似群コード
30A01

（「白い恋人」に付与）

区分：３０
菓子及びパン



C

2.5 商標制度（再掲）

英究特許事務所 67

商品/役務

標
章
（
マ
ー
ク
）

同一 類似 非類似

同
一

類
似

非
類
似

禁止権

紛らわしい範囲は使用禁止
（需要者の保護も）

商
標
と
呼
ぶ
こ
と
も
多
い

「役務」とはサービス
ex. レストラン



C

2.4 意匠制度（再掲）

英究特許事務所 68

意匠に係る物品

形
態

同一 類似 非類似

同
一

類
似

非
類
似

禁止権
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3.3 意匠の検索

英究特許事務所 69



C

3.3 意匠の検索

英究特許事務所 70

番号がわかっている場合

出典：松岡幸治, 「ソニー株式会社におけるデザイン保護の取り組み」, 特技懇,  no.249, 2008.5.21
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3.3 意匠の検索

英究特許事務所 71

番号がわかっている場合
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3.3 意匠の検索

英究特許事務所 72

番号がわかっている場合
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3.3 意匠の検索

英究特許事務所 73

番号がわかっている場合



C

3.3 意匠の検索

英究特許事務所 74

「意匠に係る物品」や
「意匠権者」名で検索

意匠に係る物品

形
態

同一 類似 非類似

同
一

類
似

非
類
似

禁止権
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3.3 意匠の検索

英究特許事務所 75

「意匠に係る物品」や
「意匠権者」名で検索

意匠に係る物品

形
態

同一 類似 非類似

同
一

類
似

非
類
似

禁止権



C 英究特許事務所

3.3 意匠の検索

76

「意匠に係る物品」や
「意匠権者」名で検索



C 英究特許事務所

3.3 意匠の検索

77

「意匠に係る物品」や
「意匠権者」名で検索



C 78英究特許事務所

3.3 意匠の検索



C 79英究特許事務所

3.3 意匠の検索

「意匠に係る物品の説明」
も併用しましょう



C 80英究特許事務所

3.3 意匠の検索

「意匠に係る物品」をキーワードだけで
特定するのは無理がある.....

「日本意匠分類・Dターム」の利用



C 81英究特許事務所

3.3 意匠の検索

『日本意匠分類・Dターム』とは

物品の用途の概念を主として用いた分類
（2004.12.31以前は旧分類）

H 7 - 2322 C

グループ
A～N 大分類 小分類 Dターム記号/画像意匠分類

いろいろな意匠制度の一つ
画像意匠 ＝ スマホやＰＣの操作用画像など



C 82英究特許事務所

3.3 意匠の検索

『日本意匠分類・Dターム』とは

グループ 説明

A 製造食品及び嗜好品

B 衣服及び身の回り品

C 生活用品

D 住宅設備用品

E 趣味娯楽用品及び運動競技用品

F 事務用品及び販売用品

G 運輸又は運搬機械

H 電気電子機械器具及び通信機械器具

J 一般機械器具

K 産業機械器具

L 土木建築用品

M A～Lに属さないその他の基礎製品

N 他グループに属さない物品
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3.3 意匠の検索

入力フォーマットは で確認？ヘルプ

「意匠分類」検索に挑戦

「H7-2322」はどんな分類？

1000件を超えたら範囲指定1000件を超えたら範囲指定
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3.3 意匠の検索
「意匠分類」検索に挑戦

「H7-2322」は
どんな分類？
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3.3 意匠の検索
「意匠分類」検索に挑戦

入力フォーマットは
で確認？ヘルプ
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3.3 意匠の検索
「意匠分類」検索に挑戦
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3.3 意匠の検索
「意匠分類」検索に挑戦
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3.3 意匠の検索
意匠公報テキスト検索で「意匠分類」を利用



C 英究特許事務所 89

3.3 意匠の検索
意匠公報テキスト検索で「意匠分類」を利用



C

3.3 意匠の検索

英究特許事務所 90

意匠に係る物品

形
態

同一 類似 非類似

同
一

類
似

非
類
似

禁止権

「意匠分類」を
使った検索にも

挑戦してみましょう

『形態』の類似/非類似の判断は
専門家にご相談ください。
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3.3 意匠の検索
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出典：松岡幸治, 「ソニー株式会社におけるデザイン保護の取り組み」, 特技懇,  no.249, 2008.5.21

当社登録意匠は、正三角柱をモチーフに、正面手前側に携帯オーディオを接続するための半円状
のドックを設け、これらを主たる要素として全体で一体感ある造形を構成している点にデザイン上の
最大の特徴があります。事前の意匠調査では、これに近似する公知デザインは見当たらず、この点
を主たる論拠に当該意匠の独創性、新規性を主張したところ、最終的に裁判の場においてもかかる
主張が通り、強くて広い権利が認められるに至っています。

類似

≒
判決

『形態』の類似/非類似の
判断は慎重に！
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2.4 意匠制度（再掲）

英究特許事務所 92

意匠に係る物品

形
態

同一 類似 非類似

同
一

類
似

非
類
似

禁止権



C 英究特許事務所

2.1 特許制度

93

特許請求の範囲
＝ 技術的範囲

技術的範囲
外ならセーフ！

技術的範囲
内ならアウト！

登録

類似でも
使用禁止！

非類似なら
使用,登録OK！

意匠、商標

―に～という特徴がある・・・。
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3.4 特許・実用新案の検索

英究特許事務所 94
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3.4 特許・実用新案の検索

英究特許事務所 95

番号がわかっている場合



C

特許庁

2.3 特許制度（再掲）

英究特許事務所 96

発明 特許権審査

1.5年

最長20年

特許出願

公開公報 特許公報

発明を公開する
代わりに

一定期間の
独占排他権が

与えられる
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3.4 特許・実用新案の検索

英究特許事務所 97

番号がわかっている場合
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3.4 特許・実用新案の検索

英究特許事務所 98

番号がわかっている場合



C

3.4 特許・実用新案の検索

英究特許事務所 99

公報のpdfファイルを入手 審査/権利の状況審査/権利の状況



C

3.4 特許・実用新案の検索

英究特許事務所 100
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3.4 特許・実用新案の検索

英究特許事務所 101
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3.4 特許・実用新案の検索

英究特許事務所 102
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3.4 特許・実用新案の検索

英究特許事務所 103
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3.4 特許・実用新案の検索

英究特許事務所 104
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3.4 特許・実用新案の検索

英究特許事務所 105



C 英究特許事務所

3.4 特許・実用新案の検索

106

特許公報の読み方

pdfファイルをダウンロード

特許公報
（特許された時に発行）

公開公報
（出願後1.5年後に発行）

テキストで読む

すべての図面



C 英究特許事務所

3.4 特許・実用新案検索
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特許公報の読み方

テキストで読む



C 英究特許事務所

3.4 特許・実用新案検索

108

特許公報の読み方

すべての図面
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3.4 特許・実用新案検索

109

特許公報の読み方

【特許請求の範囲】
【請求項１】
ユーザによる入力操作を受ける操作部と、 ・・・制御部と を具備する入力デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】

本技術は、ユーザが認識可能な感覚を提示可能な入力デバイス、入力システム、電
子機器、及び感覚提示方法に関する。
【背景技術】

入力デバイスには、ユーザの入力操作を出力するのみならず・・・。 特許文献１には、
ユーザに粘性や慣性を再現した感覚を提示する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【特許文献１】特開２０１１－１５９１１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】

・・・、ができることが望まれる。
【課題を解決するための手段】

以上の問題を鑑み本技術の一形態に係る入力デバイスは、操作部と、振動部と、検
出部と、制御部と、を具備する。
【発明の効果】

本発明によれば、・・・
【図面の簡単な説明】
【発明を実施するための形態】
＜第１の実施形態＞

：
＜第４の実施形態＞
【符号の説明】
１０…入力システム
１１…操作部

本来は最重要
しかし、読むとしても最後

【要約】の次に読む
発明の生まれた背景

発明者がこの発明をするにあ
たって従来技術のどんな側面
に着目したのかを理解

それを踏まえて
課題を理解

請求項のコピーのような場合
は最後に回す

課題の裏返し

技術者には最も読みやすい
課題の解決原理を理解
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3.4 特許・実用新案検索

110

『発明』＝「ーが～ことを特徴とする・・・・」と把握

発明 課題 を解決する 手段

従来技術 に
おける問題点

解決するために
追加/置換した

構成

発明 のうち高度なものは 特許 されうる！



C 英究特許事務所

3.4 特許・実用新案検索

111

特許公報の読み方

最初に読む
課題とその解決原理を理解

本来は最重要
しかし、読むとしても最後

下線部は、特に重要

特許化のために
補正された部分
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3.4 特許・実用新案の検索

英究特許事務所 112

番号がわかっている場合

キーワード、特許分類、出願人名での検索

特許分類の定義
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3.4 特許・実用新案の検索

英究特許事務所 113

キーワード、特許分類、
出願人名での検索

外国特許も検索できる

非特許文献
（学術論文など）

も検索できる

非特許文献
（学術論文など）

も検索できる

or 日本語 or 英語

特許分類の１つ「Fターム」のテーマコード

公報が発行された日

キーワード、特許分類、
出願人名での検索
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3.4 特許・実用新案の検索

英究特許事務所 114

キーワード、特許分類、
出願人名での検索

キーワード、特許分類、
出願人名での検索
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3.4 特許・実用新案の検索

115

キーワード、特許分類、
出願人名での検索

キーワード、特許分類、
出願人名での検索

ＦＩ：特許分類の１つＦＩ：特許分類の１つ

特許分類を利用す
ると、より効率的な
特許検索が可能

第２回（12/13)へ
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４. まとめ

英究特許事務所 116

 知財情報は充実したデータベース
充実した内容 × 利用しやすさ

（最先端×網羅） （項目＋分類）
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4.1 知財情報は充実したデータベース

英究特許事務所 117

技
術

分
野

あ
ら

ゆ
る

分
野
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4.1 知財情報は充実したデータベース

英究特許事務所 118

知財情報
データベース

充実した内容

 網羅性

（分野×世界×期間）

 最先端（出願時）技術

利用しやすさ

 項目の統一

 分類の付与

世界中で共通

専門家が内容を分類
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４. まとめ
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 知財情報は充実したデータベース
充実した内容 × 利用しやすさ

（最先端×網羅） （項目＋分類）

 ビジネスでの知財の活用

 市場調査

 営業支援＝技術力のアピール

 他社に取引を奪われないように

 ブランディング
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4.2 ビジネスでの知財の活用

英究特許事務所 120

投 資

発明

デザイン

商品名

特許権

実用
新案権

意匠権

商標権

回 収

 実施許諾、使用許諾

⇒ ロイヤリティ収入

 他社の模倣を牽制

⇒ 予防～差し止め

 営業支援

⇒ 技術力のアピール

 権利自体が財産

⇒ 融資、売却

注： 必ずしも守りではない

発明が公開される
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4.2 ビジネスでの知財の活用

英究特許事務所 121

特許権＋意匠権＋商標権

意匠権＋商標権特許調査・特許マップ

マーケティングと知財

R STP 4P

Research 
(市場調査)

Segmentation (分類)

Targeting (選択・集中)

Place (流通戦略)

Promotion (販促)

Positioning (差別化) Product (製品戦略)

Price (価格戦略)
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４. まとめ
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 知財情報は充実したデータベース
充実した内容 × 利用しやすさ

（最先端×網羅） （項目＋分類）

 ビジネスでの知財の活用

 市場調査

 営業支援＝技術力のアピール

 他社に取引を奪われないように

 ブランディング

知財を活用して儲けてください !!!


